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2019 月潟クラフトフェア at月潟大道芸フェスティバル 

  開催要項 

１．開催日   ２０１９年９月２２日(日) １０時３０分～１６時  

２．会場    月潟商店街（アスファルト舗装路面） 

３．主催    月潟大道芸フェスティバル実行委員会 

４．募集数   ３０区画 （応募多数の場合、主催者にて抽選にて出店者を決定いたします。） 

５．来場予定数 ２６，０００人（H30年度大道芸フェスティバル来場者実績） 

６．出店条件 

①作品が出店者本人による手作り作品である事。手芸教室、サークルなどの発表の場として

の出店も可能です。 

②出店者本人が搬入・搬出・展示・販売を行ってください。 

③盗難・破損、購入者とのトラブル等につきましては主催者側では一切責任を負いません。

各出店者の自己責任でお願いします。 

④出店会場は屋外です。雨天中止とします。テントの風害対策へも対処してください。 

⑤１店舗の広さは原則 間口２m×奥行２ｍ。区画は主催者側で決定します。複数区画の申

込可能です。 

⑥必要な備品は各自ご用意ください。（テント・テーブル・イス・机等。） 

⑦電源のご用意はありません。発電機等の持ち込みもご遠慮ください。 

⑧ごみは各自でお持ち帰りください。 

７．体験・実演 

●出店者のブースでの体験・実演を歓迎します。体験・実演はブース内で設営ください。 

体験・実演をされる方は内容を同封の申込書の該当欄に書いてください。 

 

８．申込み  

   月潟大道芸フェスティバルの HP（http://tsukigata-daidogei.com/）から参加申し込み用紙をダウンロー

ドし、必要事項を入力後、メール（メールアドレス：tsuki037＠shinsyoren.or.jp）にてお申込みください。 

   用紙での申し込みはHPから用紙をダウンロードして FAX又は郵送してください。 

●出店料  １区画 １，０００円 

   ●払込方法    当日、受付にて納入をお願いいたします。（受付時間８時～９時） 

●申込み締切日  令和元年 ８月３０日（金） 必着 

             

 

 

 

９．出店可否案内 ●９月１０日までにメール又は郵送にてご連絡いたします。 

１０．搬入・搬出  

●会場は交通規制が入っておりますが、ブース近くまで車両の進入が可能です。係員の指示に

   従ってください。 

        ●時間 当日８時００分～９時３０分 

        ●搬入後（荷下ろし後）は出展者駐車場(会場近隣)への駐車となります。 

 

 

[申し込み先] 〒950-1305  新潟県新潟市南区大別当２６６８番地 月潟商工会内 

       月潟大道芸フェスティバル実行委員会 宛 

Mail  tsuki037＠shinsyoren.or.jp  FAX 025-375-2923 

 [お問い合わせ先]   月潟大道芸フェスティバル実行委員会  

   事務局：月潟商工会 担当：神保 尚宏 

〒950-1305  新潟県新潟市南区大別当２６６８番地  

Tel：025-375-2405 Fax：025-375-2923   Mail：tsuki037＠shinsyoren.or.jp 

http://tsukigata-daidogei.com/
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2019月潟クラフトフェア at月潟大道芸フェスティバル 参加申し込み用紙 

 

 

申込締切日 令和元年８月３０日（金）必着。 

ふりがな  ふりがな  

氏 名  工房名  

郵便番号  

ふりがな  

住 所  

ＴＥＬ  携帯電話  

Ｅ-mail  URL  

ジャンル 

(○で囲む) 
ガラス・金属・布・陶磁器・皮革・木工・その他（                             ） 

出展品目を具体的に記入してください                                         

 

申 込 

区画数 

 

体験の有無（いづれかに○印を付けてください） 

 無  有（内容を右に記載）  

 

申込みの注意点 

⚫ 会場は禁煙。喫煙スペースを別途用意します。 

⚫ ゴミは各自回収と持ち帰りをしてください。 

⚫ 出店者のペット同伴不可。 

⚫ 申込用紙に不備のあるものは、受付できませんのでご注意ください。 

⚫ より良いイベント実施のため、出店者皆様のご協力をお願い致します。 

⚫ 記載いただいた個人情報は月潟大道芸フェスティバルの運営のみに使用します。 

 


